
 

 
 
 

本部町今帰仁村消防組合消防団 

なんとなく 

地域に貢献したい 
そんなあなたをお待ちしております 



 

 
消防団は市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は他の本業を持ちながら、

権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という精神に基
づき、地域における消防力・防災力の向上、地域コミュニティの活性化に大きな役割を果たしてい
ます。 

 
◇本部町、今帰仁村に在住又は勤務している方 

◇１８歳以上の方 

◇心身ともに健康な方 

 

 
消防団は、消防本部や消防署同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置されている消

防機関です。 
地域における消防防災のリーダーとして平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心

と安全を守るという重要な役割を担います。 

 
❶ 各種訓練（火災防御、水防訓練等） 

❷ 防火指導（火災予防啓発） 

❸ 消防水利点検 

❹ PR 活動  等 

 

❶ 消火活動 

❷ 水防活動 

❸ 災害警戒活動 

❹ 大規模災害時の避難所支援活動 

 
◇団員は年 36,500 円の報酬の支給 

◇各種災害、訓練等に出動した際には、出動手当の支給 

◇一定期間以上勤務して退団した場合退職報奨金の支給 

◇消防団活動に必要な被服、装備品の貸与 

◇万が一災害、訓練等で負傷した場合の公務災害補償制度 

お問い合わせ先 

 

 

 

                        

平常時の活動 災害時の活動 

消防団とは 

入団資格 

消防団の活動 

消防団員の待遇 

 
 

 
 


